
 【児童の障害の程度】 

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級とします。各級の障害の程度は、次のように定められています。 

 

（特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3） 

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 

3 両上肢の機能に著しい障害有するもの 

4 両上肢のすべての指を欠くもの 

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

7 両下肢を足関節以上で欠くもの 

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる

状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

1

級 

11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度

のもの 

1 両眼の視力の和が0.08以下のもの 

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 

3 平衡機能に著しい障害を有するもの 

4 そしゃくの機能を欠くもの 

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 

8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

9 一上肢のすべての指を欠くもの 

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

11 両下肢のすべての指を欠くもの 

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

13 一下肢を足関節以上で欠くもの 

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる

状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

2

級 

17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度

のもの 

 

 【児童の障害の状態】 

「障害の状態」とは 

特別児童扶養手当の対象となる障害は、下記の「障害の状態」にあることが前提となります。そして、前記の施行令別表第3に該当する程度の障

害があるかどうかを判断し受給の有無を決定します。 

「障害の状態」  障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいいます。 

 

①「傷病がなおった状態」とは 

器質的欠損もしくは変形又は後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとして取り扱うこととなっています。 

 

②「症状が固定した状態」とは 

ア 症状が安定するかもしくは回復する可能性が少なくなった状態。 

イ 傷病にかかわりなく障害の状態が固定した状態 

ウ 慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当面医療効果が少なくなった状態のいずれ

かの場合を「固定した状態」として取り扱うこととなっています。 

※内科的疾患に基づく身体の障害及び精神の障害の程度の判定にあたっては現在の状態、医学的な原因及び経過、予後等並びに日常生活の

用を弁ずることを不能ならしめる程度等を十分勘案し、総合的に認定を行うこととなっています。なお、施行令別表第3の１級9及び2級15の

内容は以下のとおりです。 

 

①「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは 

身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、又は行ってはいけない程度の状態をいいます。例えば、病院内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床されている室内に限られる程度の状態をいいます。 

②「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは 

他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難である程度の状態をいいます。例えば病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ

ね病棟内に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度の状態をいいます。 


